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建築確認手続き等の運用改善に伴う消防同意事務の取扱について 

  

 

 建築物火災の予防上きわめて重要な地位を占める消防法（昭和 23年法律第 186号）第７条の規

定に基づく建築許可等についての消防長及び消防署長の同意に関する事務のうち建築基準法（昭

和 25 年法律第 201 号）に基づく建築確認に係るもの（以下「消防同意事務」という。）について

は、建築確認事務における行政内部手続きとして実施されているところです。 

今般、建築確認手続き等の運用改善を目的とした建築基準法施行規則の一部を改正する省令（平

成 22年国土交通省令第７号）及び関係告示が平成 22年３月 29日に公布（同年６月１日に施行予

定）されたことに伴い、国土交通省住宅局長より各都道府県知事に対し、別添１のとおり「建築

行政マネジメント計画策定指針の制定について（技術的助言）」（平成 22年５月 17日国住指第 655

号）が発出されましたので、お知らせします。また、同日付で国土交通省住宅局建築指導課長よ

り各指定確認検査機関の長に対し、別添２のとおり通知が発出されていますので、併せてお知ら

せします。 

各消防本部等（消防本部を設置している場合は消防本部、設置していない場合は町村をいう。

以下同じ。）におかれましては、「消防法第七条の規定に基づく建築物の確認等に対する同意につ

いて」（昭和 38年自消乙予発第 11号消防庁次長通知）に示す消防同意事務の制度の本旨に十分配

慮しつつ、同通知に示す事務処理の適正化（申請者たる建築主の負担の軽減等）の観点から、既

に一部の消防本部等において実施している並行審査（建築確認審査と消防同意事務を並行して行

うことをいう。以下同じ。）について、別紙「並行審査の検討に係る留意事項」を参考に、特定行

政庁及び指定確認検査機関（以下「特定行政庁等」という。）と連携して導入を検討するなど、特

定行政庁等との連携強化を図られますようお願いします。 
各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理す

る一部事務組合等を含む。）に対し、この旨ご周知頂くようお願いします。 

なお、本通知は、国土交通省住宅局とも調整済みのものであるとともに、消防組織法（昭和 22

年法律第 226号）第 37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。 

  
<連絡先> 

総務省消防庁予防課 竹村、千葉、池町 

〒100-8927 東京都千代田区霞が関 2-1-2 

℡：03-5253-7523 

殿 



並行審査の検討に係る留意事項 

 
 
消防同意事務を行政内部手続きとして包含した建築確認事務全体の審査期間の短縮により、申

請者たる建築主の負担の軽減等を図るため、既に一部の消防本部等においては並行審査を行って

いる例も見受けられることから、特定行政庁等と連携して特に以下の点に留意して調整を行い、

事務処理の適正化が図られるものと判断される場合には、並行審査の導入を検討する。（都道府県

が特定行政庁となる場合等で、慣例的に建築確認審査に先行して消防同意事務を行っている場合

においても同様に検討する。） 
なお、並行審査に関しては、「建築行政マネジメント計画策定指針」の「Ⅲ．マネジメント計画

に盛り込む内容」において、都道府県及び特定行政庁が平成 22 年度中に策定することとされてい

る「建築行政マネジメント計画」に定める施策の例として示されているとともに、同策定指針の

「Ⅳ．円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書の作成」において、特定行政庁等が平成 22 年５

月末を目途に策定することとされている「推進計画書」に定める取組みの例として示されている

ところである。 
 
１．消防同意事務に係る申請図書の受付時期 

並行審査の導入により、不整合等の少ない完成度の高い申請図書等の審査期間の短縮が可能

と考えられるが、不整合等が多数ある申請図書等については審査の手戻りが発生し、かえって

審査期間が長期化することとなる。 
このため、例えば、建築主事又は指定確認検査機関（以下「建築主事等」という。）において、

申請に係る建築物の計画の面積や区画、開口部、内装等、消防同意事務に影響する可能性のあ

る問題がないことが確認された後、消防本部等で申請図書を受付けることとする（また、建築

主事等において並行審査を行うことが適当ではないと判断した時は、並行審査を行わないこと

とする）など、消防同意事務に係る申請図書の受付時期について、特定行政庁等と調整を行う。 
 
２．消防同意事務に必要とする図書 

建築確認の申請にあたっては、建築基準法施行規則（昭和 25 年建設省令第 40 号）第１条の

３の規定に基づき建築主より正本１通及び副本１通（構造計算適合性判定を要する場合にあっ

ては、副本２通）の申請図書が提出されることとなるが、並行審査を導入するためには、同一

の申請に係る申請図書を、建築主事等と消防本部等において同時に審査することが求められる。 
このため、例えば、消防本部等においては正本１通により消防同意事務を行うこととするな

ど、消防同意事務に必要とする図書の数及び正本又は副本の別について、特定行政庁等と調整

を行う。 
 
３．申請図書の整合性の確保方策 

「確認審査等に関する指針」（平成 19 年国土交通省告示第 835 号。以下「指針告示」という。）

で定められている建築確認申請図書の補正の対象については、今回の建築確認手続き等の運用

改善による指針告示の改正により、従前は「軽微な不備（誤記、記載漏れその他これらに類す

（別紙） 



るもので、申請者等が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。）」とされ

ていたものが「不備（申請者等が記載しようとした事項が合理的に推測されるものに限る。）」

とされ、修正後の申請図書で修正前の申請図書を補正することも可能となったため、並行審査

を導入した場合には、申請図書の整合性の確保が一層重要となる。 
このため、例えば、審査の経過を記録するための共通の様式を作成し、当該様式の活用によ

り建築主事等と消防本部等が相互に情報共有を図ることとするなど、申請図書の整合性の確保

方策について、特定行政庁等と調整を行う。 
   



国 住 指 第 ６ ５ ５ 号

平成２２年５月１７日

各都道府県知事 殿

国土交通省住宅局長

建築行政マネジメント計画策定指針の制定について（技術的助言）

建築確認手続き等の運用改善として、建築確認審査の迅速化及び申請図書の簡素

化の観点から、建築基準法施行規則及び関係告示の改正を行い、平成２２年３月２

９日に公布し、同年６月１日付けで施行することとしている。

建築確認手続き等の運用改善に合わせて、建築行政における円滑かつ適確な業務

の執行を推進するため、別添のとおり、「建築行政マネジメント計画策定指針」（以

下「指針」という。）を制定したので、通知する。

貴職において、指針を踏まえて、建築行政マネジメント計画（以下「マネジメン

ト計画」という。）の策定に積極的に取り組まれるとともに、適切な業務の推進に努

められたい。マネジメント計画策定後においては、本職まで同計画を送付されたい。

また、指針中の推進計画書については、平成２２年５月末を目途に策定し、本職ま

で送付されたい。

さらに、貴職指定の指定確認検査機関に対して、指針を参考に、同推進計画書を

同年５月末を目途に策定し、貴職あて送付するよう依頼されたい。国土交通大臣及

び地方整備局長指定の指定確認検査機関に対しても、指定権者から同様の依頼を行

っていることを申し添える。

なお、貴職におかれては、貴管内特定行政庁に対しても、この旨周知方お願いす

る。

010860
テキストボックス
別添１
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（別添） 

 

建築行政マネジメント計画策定指針 

 

 

Ⅰ．建築行政マネジメント計画の位置づけ 

 

１．マネジメント計画策定の趣旨 

建築確認手続き等の運用改善については、平成２２年３月２９日に建築基準法施行規則

の一部を改正する省令及び関係告示が公布されたところである。一方、平成１０年の建築

基準法改正以降、建築確認検査業務が一定の民間機関に開放され、確認・検査体制の充実

が図られるとともに、「建築物安全安心実施計画」の策定等により、建築基準法の実効性を

高める取組みが特定行政庁において鋭意進められ、検査率の大幅な向上を見たところであ

る。 

今後、今回の運用改善も踏まえ、円滑な経済活動の確保を前提としつつ、建築物の安全

性を確保するための更なる取り組みが求められており、特定行政庁が中心となって、指定

確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関、警察・消防等の関係機関、関係団体等と連

携して、目標・目標値を設定するとともに、講じる施策を明確にし、当該施策に重点的に

取り組み、その結果を検証することが必要である。 

このため、特定行政庁が「建築行政マネジメント計画」（以下「マネジメント計画」とい

う。）を定め、マネジメント計画に基づく取り組みを進めることとする。 

 

２．マネジメント計画の策定 

 

（１）マネジメント計画は、原則として、都道府県及び特定行政庁が策定する。 

 

（２）都道府県は平成２２年度の早期にマネジメント計画を策定し実施するものとする。また、

特定行政庁は平成２２年度中にマネジメント計画を策定し実施する。 

 

（３）都道府県及び特定行政庁にあっては、建築確認の迅速化及び審査過程のマネジメントに

ついて早急に取り組むものとし、「Ⅳ．円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書の作成」

を踏まえ、マネジメント計画の一部である「推進計画書」を平成２２年５月末を目途に策

定するよう努められたい。 

 

（４）マネジメント計画の計画期間は、長期的な目標を提示する観点から、平成２２年度から

平成２６年度までの５年間とする。なお、既存の安全安心実施計画等の見直し時期に合わ

せて策定する場合には、既存計画の終了時期に合わせて策定することとなるが、終了年後

（平成２６年度）が揃うよう、計画期間を調整の上、策定することが望まれる。 

   

（５）都道府県にあっては、「建築行政マネジメント推進協議会」の設置等により、管内特定  

行政庁、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関、警察・消防等の関係機関、関

係団体、学識経験者等の意見を聴取しつつ、マネジメント計画を策定することが望まれる。

この場合、都道府県及び特定行政庁にかえて、当該協議会がマネジメント計画の策定の主

体となることも考えられる。 
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Ⅱ．マネジメント計画の策定にあたっての留意事項 

１．マネジメント計画の対象範囲 

マネジメント計画は、建築基準法、建築士法、建築物の耐震改修の促進に関する法律に

規定された建築物の安全に関する性能の確保及び向上に係る制度等を対象とする。 

 

２．マネジメント計画の公表 

策定されたマネジメント計画は、目標を周知し、その達成を確実なものとするためにも、

庁内はもとより、関係団体や市民に広く公表し、理解と協力を求めることが必要である。

そのため、策定されたマネジメント計画はホームページ等で広く公表するとともに、必要

に応じて、説明会等により関係者に周知するものとする。 

 

 ３．達成状況の把握と公表 

目標達成状況について、基本的に、毎年度末にとりまとめを行い、検証するとともに、

当該目標達成状況を公表することとする。 

 

 ４．取り組みの見直しと継続的改善 

目標達成状況を踏まえて、適宜、具体の取り組むべき施策の見直しを行うとともに、計

画期間中であっても、必要に応じてマネジメント計画の見直しを行うなど、継続的な改善

を図るものとする。 

 

 

Ⅲ．マネジメント計画に盛り込む内容 

マネジメント計画においては、現状の課題や地域の特性等を考慮して、以下の内容を踏まえ

て、具体的な目標・目標値の設定、取り組むべき施策、関係者の役割分担等をとりまとめるも

のとする。 

 

１．建築確認から検査までの建築規制の実効性の確保 

 

  （１）迅速かつ適確な建築確認審査の徹底 

 円滑な経済活動の実施を確保しつつ、建築確認の実効性を確保するため、迅速かつ適

確な建築確認審査を推進する。 

 特に、建築確認審査の迅速化については、特定行政庁・指定確認検査機関毎に、構造

計算適合性判定を要する物件に係る確認書類の提出から確認済証交付までの所要期間の

平均値※について３５日以内を目指すものとする。 

 特定行政庁・指定確認検査機関毎における月毎の適判物件に係る審査期間等の実績（確

認件数、所要期間の平均値※、確認書類の提出から確認済証交付まで３５日以内に確認

を行った物件の件数、「不適合通知」又は「建築基準関係規定に適合するかどうかを決定

できない旨の通知」の件数及び通知の理由等）については翌月下旬までに国土交通省に

報告し、翌々月上旬に国土交通省がとりまとめて公表するものとする。 

  ※：「不適合通知」又は「建築基準関係規定に適合するかどうかを決定できない旨の

通知」がなされた物件を除いた平均値とする。 

 

    【目標】○適確な審査の徹底 

○構造計算適合性判定を要する物件に係る確認図書の提出から確認済証交付ま

での所要期間の平均値※について３５日間以内を目指す。 等 
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    【施策】 

都道府県・特定行政庁 指定確認検査機関・ 
指定構造計算適合性判定機関 

・確認審査等の指針に基づく円滑かつ適確な確

認審査の実施 

・確認審査、構造計算適合性判定審査、消防同

意手続きの並行審査の実施 

・データベース等を活用した設計者の適格性の

確認 

・日本建築行政会議等を通じた運用の円滑化 

・都道府県、特定行政庁、指定確認検査機関、

指定構造計算適合性判定機関、関係団体との

意見交換を通じた円滑な確認審査の推進 

・審査担当者の審査技術向上の取り組み 等 

・確認審査等の指針に基づく円滑かつ適確な

確認審査の実施 

・確認審査、構造計算適合性判定審査、消防

同意手続きの並行審査の実施 

・データベース等を活用した設計者の適格性

の確認 

・日本建築行政会議等を通じた運用の円滑化

・都道府県、特定行政庁、指定確認検査機関、

指定構造計算適合性判定機関、関係団体と

の意見交換を通じた円滑な確認審査の推進

・審査担当者の審査技術向上の取り組み 等

 

  （２）中間検査・完了検査の徹底 

 建築物の安全性確保と違反建築物の発生を防止するため、施工時において建築基準関

係規定への適合を確保することが重要である。このため、中間検査及び完了検査の更な

る徹底を図る。特に完了検査率は全国平均で 8 割程度となっており、完了検査率の更な

る向上を目指して強力に取り組む。 

 

【目標】○完了検査率の向上 等 

【施策】 

都道府県・特定行政庁 指定確認検査機関 

・未受検建築物に対する督促等の実施 

・未受検の建築物に係る報告徴収、立入検査の

実施 

・地域特性を踏まえた特定工程の設定 

・中間検査・完了検査時における工事監理者の

立ち会い 

・検査済証活用方策の検討と活用依頼の実施 

等 

 

 

 

 

・中間検査・完了検査時における工事監理者

の立ち会い 等 

 

 

   

（３）工事監理業務の適正化とその徹底 

建築施工時における適法性の確保の観点から、工事監理者が適正に選定され、当該工

事監理者による工事監理が適確に行われることが重要である。このため、工事監理業務

の適正化とその徹底のための取り組みを行う。 

 
【目標】○工事監理者選定割合の向上 等 

【施策】 

都道府県・特定行政庁 指定確認検査機関 

・建築確認申請時の工事監理者の記載の徹底 

・データベース等を活用した工事監理者の適格

性の確認 

・工事監理状況報告書提出義務の徹底 

・工事監理ガイドラインを活用した建築士事務

所の工事監理能力向上のための講習会の実施

等 

・建築確認申請時の工事監理者の記載の徹底

・データベース等を活用した工事監理者の適

格性の確認 

・工事監理状況報告書提出義務の徹底 等 
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２．指定確認検査機関・建築士事務所等への指導・監督の徹底 

 

 （１）指定確認検査機関等に対する指導・監督の徹底 

 建築確認検査の主要な役割を担う指定確認検査機関・指定構造計算適合性判定機関に

おける適確な確認審査・検査及び構造計算適合性判定審査を確保するため、指定確認検

査機関等に対する指導・監督を徹底する。 

 

【目標】○指定確認検査機関・指定構造計算適合性判定機関への立入検査の実施 

○指定確認検査機関・指定構造計算適合性判定機関の処分基準の作成 等 

【施策】 

都道府県・特定行政庁 

・指定確認検査機関・指定構造計算適合性判定機関の処分基準の作成とこれに基づく指導・

監督や処分の徹底 

・都道府県知事指定の指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関への立入検査と必

要に応じた抜き取り調査の実施 

・指定確認検査機関・指定構造計算適合性判定機関の処分履歴等の公表 等 

 

（２）建築士・建築士事務所に対する指導・監督の徹底 

 適切な設計及び工事監理を通じた建築物の安全性確保のため、建築士及び建築士事務

所に対する適確な指導・監督を徹底する。 

 

【目標】○建築士事務所への計画的な立入検査の実施 

○建築士及び建築士事務所の処分基準の作成 等 

【施策】 

都道府県・特定行政庁 

・建築士及び建築士事務所の処分基準の作成とこれに基づく指導・監督や処分の徹底 

・建築士事務所への立入検査の実施 

・確認申請窓口における注意喚起等による建築士の定期講習の受講等の周知徹底 

・建築士事務所の業務報告書の提出義務の徹底及びこれを踏まえた指導・監督 

・構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の確保状況の把握 

・業務報酬基準の周知 

・建築士及び建築士事務所の処分履歴等の公表 等 

 

 

３．違反建築物等への対策の徹底 

 

（１）違反建築物対策の徹底 

     大阪市で発生した個室ビデオ店火災、群馬県で発生した未届有料老人ホーム火災など

を踏まえて、国民の生命、健康及び財産を保護するため、警察、消防、福祉等の関係機

関と連携し、違反建築物の実態を把握するとともに、違反建築物対策を計画的かつ強力

に推進する。 

 

     【目標】○違反建築物対策の徹底 等 

【施策】 

都道府県・特定行政庁 

・警察、消防、福祉等の関係機関との連携体制の確保 
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・建築物の用途、床面積、階数、確認手続の記録等の状況による優先順位をつけた上での、

計画的な調査や立入検査等による違反建築物の把握の着実な実施 

・違反建築物パトロールの実施 

・違反建築物に関与した建築士・施工者等に係る調査の実施 

・違反建築物是正計画の作成（是正の優先順位の整理・目標・具体施策の整理等） 

・違反建築物に係る是正・指導の徹底 

・違反建築物に係る情報の公表 

・重大な違反や悪質な違反に係る告発等の実施 等 

 

 （２）違法設置昇降機への対策の徹底 

     建築確認等の必要な手続きが行われていない違法設置エレベーターについては、情報

の受付窓口を設置するとともに、労働基準監督署、都道府県労働局との連携を図り、違

法設置エレベーターに係る情報を把握した場合に所要の措置を講じるよう徹底する。 

      

    【目標】○違法設置昇降機対策の徹底 

【施策】 

都道府県・特定行政庁 

・違法設置エレベーターに関する情報の受付窓口の設置、建築物の用途、床面積、階数、確

認手続きの記録等の状況による優先順位をつけた上での、計画的な立入検査等による違法

設 

置昇降機の把握の着実な実施 

・労働基準監督署等と連携しつつ、情報を把握した場合の所要の措置の実施の徹底 等 

 

 

４．建築物及び建築設備の適切な維持管理を通じた安全性の確保 

 

 （１）定期報告制度の適確な運用による維持保全の推進 

     定期報告の徹底により、建築物の損傷、腐食その他の劣化等の状況を適確に把握する

とともに、その結果を違反建築物対策や既存建築物の安全対策に活用する。また、定期

検査報告の徹底により、昇降機や遊戯施設、建築設備について安全性確保を促進する。 

     定期報告の履行の徹底にあたっては、データベース等の活用により実効性が上がるよ

う取り組む。 

 

     【目標】○定期報告率の向上 等 

【施策】 

都道府県・特定行政庁 

・建築物及び昇降機等の定期報告制度の周知徹底 

・地域の実情等を踏まえた定期報告対象建築物等の適切な指定 

・指定対象を把握するための定期報告台帳の整備 

・未報告建築物等の所有者等に対する督促等の徹底 

・未報告建築物に係る報告徴収、立入検査の実施 

・報告内容を踏まえた是正指導の徹底 等 

 

（２）建築物の耐震診断・改修の促進 

     地震防災対策の必要性及び耐震改修促進計画等を踏まえて、新耐震基準施行以前の建

築物の耐震診断を推進するとともに、耐震診断基準に満たない建築物の耐震改修を促進

する。 
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    【目標】○建築物の耐震化率の向上 等 

【施策】 

都道府県・特定行政庁 

・耐震診断及び耐震改修費用の助成制度の普及 

・耐震診断及び耐震改修を行った建築物のデータベース化 

・耐震改修事例等の公表による周知活動 

・危険な建築物の情報の公表 等 

 

（３）建築物に係るアスベスト対策の推進 

     アスベスト対策の喫緊性に鑑み、アスベストを有する建築物に係るデータベースを早

期に整備するとともに、建築物所有者によるアスベスト改修を促進する。 

     

【目標】○アスベスト対策の徹底 等 

【施策】 

都道府県・特定行政庁 

・アスベスト対策の周知徹底 

・アスベストを有する建築物に係るデータベース化 

・アスベスト除却費用の助成制度の普及 

・公共建築物におけるアスベスト除去状況の公表 等 

 

（４）既存不適格建築物の現行基準への水準向上と有効活用 

    既存不適格建築物について、所有者等が、その危険性に対する認識が十分でなく、改

修等が進められていない状況に鑑み、法制度や施策の周知徹底等を行う。 

 

【目標】○既存不適格建築物の危険性の周知、改修の促進 等 

【施策】 

都道府県・特定行政庁 

・既存不適格建築物に対応する法制度、施策の周知徹底 

・既存不適格建築物における現行基準への水準向上の必要性の周知と改修工事の促進 

・確認申請図書や検査済証等の保存の重要性の周知 等 

 

 

５．事故・災害時の対応 

 

（１）大阪市で発生した個室ビデオ店火災、群馬県で発生した未届有料老人ホーム火災等に加

えて、エレベーターや遊戯施設に係る事故等建築物等に係る事故が発生していることに鑑

み、事故発生時における警察等との連携による迅速かつ適確な事故対応を行う。 

 

【目標】○事故発生時の現場調査 等 

【施策】 

都道府県・特定行政庁 

・警察等の関係機関と連携した事故発生時の迅速な対応の実施 

・事故に係る建築行政としての調査の実施、原因究明、再発防止策の検討及び国土交通省・

都道府県への情報提供 

・同様の事故を未然に防止する観点からの緊急点検等の迅速かつ適確な実施 等 

 

 （２）迅速な災害対応を可能とする体制整備を図る。 
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【目標】○登録応急危険度判定資格者の確保 等 

【施策】 

都道府県・特定行政庁 

・災害時の対応体制の整備 

・迅速かつ正確な災害情報の把握と提供 

・応急危険度判定資格者の確保 

・応急危険度判定資格者の技術等の向上 

・広域的な応急危険度判定資格者派遣体制の確保 等 

 

 

 

６．消費者への対応 

     消費者庁の設置をはじめ消費者問題への意識が高まっており、建築物についても安

全・安心に係る様々な相談や苦情が寄せられることに鑑み、建築行政においても消費生

活センターとの連携等、消費者への適切な対応、情報提供等を行う。 

 

【目標】○消費生活センターとの情報交換 等 

【施策】 

都道府県・特定行政庁 

・消費者部局との連携 

・消費生活センターとの連携 

・消費者向け情報の提供 

・相談窓口の設置、苦情等の処理体制の整備 等 

  

 

７．執行業務体制の整備 

（１）内部組織の執行体制 

具体的施策を遂行するための効果的な執行業務体制の構築を図ることが必要である。

特に、建築主事や確認検査員の将来の配置状況を踏まえた執行業務体制の検討が必要で

ある。 

 

   【目標】○審査担当者の審査技術の向上を図るための研修 等 

【施策】 

都道府県・特定行政庁 

・地域の実情を踏まえつつ、指定確認検査機関等との役割分担を前提に適確な確認検査の執
行体制の構築 

・審査担当者の審査技術の向上を図るための研修等の実施 

・指定登録機関及び指定事務所登録機関を活用した適確な建築士制度の執行体制の構築 

・建築行政に携わる職員の長期的な視点からの人材育成 等 
 

 

（２） 関係機関・関係団体との連携による執行体制 

建築物等の安全性確保は、特定行政庁のみの努力でできるものではなく、以下の関係

機関・関係団体との役割分担を明確化し、連携を図る体制の整備が必要である。 

① 警察、消防、福祉等の関係機関 

② 指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関 

③ 建設業法・宅地建物取引業法に基づく建築施工・不動産流通販売業者団体 
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④ 建築士会・建築士事務所協会 

⑤ 専門技術者団体 

⑥ 日本建築行政会議 

⑦ その他の協力団体（市民団体、ＮＰＯ等） 

 

（３）データベースの整備・活用 

適確な建築行政の推進のためには、確認検査を始めとする建築物等に係る情報を適確

に把握することが重要であり、そのため、建築物等に係る情報の蓄積、整理、管理のた

めの各種データベースの整備が必要である。 

このため、都道府県及び特定行政庁では、データベースの整備・活用により、適宜、

実態把握とその分析を行うとともに、抽出された課題の解決に向けた施策検討を行うこ

とが求められる。 

 

【目標】○建築確認・検査等に係るデータベースの整備 等 

【施策】 

都道府県・特定行政庁 

・建築確認・検査、定期報告の内容のデータベース化 

・データベースの分析による課題抽出と施策検討 

・指定確認検査機関とのネットワークの構築 

・建築士・建築士事務所データベースの整備と適切な維持管理 

・建築士・建築士事務所の処分情報の共有・データベース化 等 

 

Ⅳ．円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書の作成 

 

特定行政庁は、建築確認に係る審査期間の短縮及び審査過程のマネジメントについて、「建築

行政マネジメント計画」の一部となる「推進計画書」を平成 22 年５月末を目途に作成し、国土

交通省に報告するよう努められたい。 

なお、指定確認検査機関については、指定権者が同「推進計画書」を平成 22 年５月末を目途

に作成するよう同機関に依頼する。 

 

  ○推進計画書の内容 

  （１）建築確認審査の迅速化のための取組み 

     適確な確認審査を実施することを前提に、確認審査手続きの迅速化の取組みについて

具体の取り組み方針を定める。例えば、以下の事項についてとりまとめる。 

・確認申請受付時点でのチェック方法 

・審査方法（審査手順・申請者とのやりとり方法を含む。）の改善 

・審査体制の改善 

・構造計算適合性判定や消防同意手続きとの並行審査の具体的方法 

・建築確認円滑化対策連絡協議会における意見交換 

・その他確認審査手続きの迅速化のための取組み 

 

（２）建築確認の審査過程のマネジメント 

審査過程のマネジメントについて具体の取り組み方針を定める。例えば、以下の事項

についてとりまとめる。 

・物件毎の進捗管理 
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・各特定行政庁及び指定確認検査機関におけるＨＰ等、一般からの苦情を受け付ける

窓口の設定 

・苦情窓口を通じた審査の指摘内容のバラツキ等の把握、特定行政庁や指定確認検査

機関内での調査体制の整備 

・審査員への指導等の取組み方針 

・その他審査バラツキ是正のための取組み 



国 住 指 第 ７ １ ２ 号

平成２２年５月１７日

各指定確認検査機関の長 殿

国土交通省住宅局建築指導課長

建築行政マネジメント計画策定指針の制定について（技術的助言）

建築確認手続き等の運用改善として、建築確認審査の迅速化及び申請図書の簡素

化の観点から、建築基準法施行規則及び関係告示の改正を行い、平成２２年３月２

９日に公布し、同年６月１日付けで施行することとしている。

建築確認手続き等の運用改善に合わせて、建築行政における円滑かつ適確な業務

の執行を推進するため、別添のとおり、「建築行政マネジメント計画策定指針」（以

下「指針」という。）を制定し、都道府県知事あて通知したので、参考に送付する。

指針中の推進計画書については、指定確認検査機関も策定することとしているの

で、貴団体において、指針を参考に、同推進計画書を平成２２年５月末を目途に策

定し、本職まで送付されたい。地方整備局長及び都道府県知事指定の指定確認検査

機関に対しても、指定権者から同様の依頼を行っていることを申し添える。

010860
テキストボックス
別添２

010860
テキストボックス
※本通知中の「別添」は省略。

010860
テキストボックス
※




